
 

 

文部科学省における対応状況 
 
 
１． 特区として実施する主な事項 

 

  ① 株式会社による学校設置の容認 

 

 ② 不登校児童生徒等の教育を行うＮＰＯ法人で一定の実績等を

有するものの学校設置の容認 

 

 ③ 学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次提案による

特例措置の対象を「不登校児童生徒対象学校」等以外にも拡大 

 

 ④ 不登校状態にある生徒を対象とした高等学校設置に係る教育

課程の弾力化 
 
 

 

２．全国で実施する主な事項 

 

 ① 高等学校設置基準の弾力化 

 

 ② 保育士資格所有者による幼稚園教諭資格取得の容易化 

 

③ 適応指導教室の運営のＮＰＯ法人への委託の容認 
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